
資料１ 

【国税不服審判所公表裁決事例集】         2008.3.12 

http://www.kfs.go.jp/service/index.html 

国税不服審判所では、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営

の確保に資するとの観点から、先例となるような裁決については、「裁決事例集（冊子）」を作成し

公表しています。 

 「裁決事例集（冊子）」は、国税不服審判所の各支部（支所を除く）や都道府県立図書館に備え

付けてあります。各々の所在地につきましては、『国税不服審判所の概要』、『都道府県立図書館

一覧』を参照してください。 

紹介情報 
 

 当ホームページでは、次の情報を提供しています。 

▼『公表裁決事例要旨』 

 これまでに公表した裁決事例集の裁決要旨を関係税法ごとに分類して紹介しています。 

▼『公表裁決事例』 

 平成 8 年以降に発行した裁決事例集の裁決事例全文を紹介しています。 

▼『裁決要旨の検索』 

 平成 8 年 7月 1 日から平成 19 年 6 月 30 日までの裁決に係る裁決要旨又は争点項目を検索・

閲覧できるシステムを提供しています。 

 
                                         
 

【平成 19 年 8 月 23 日東京地裁判決の前提裁決事例】 

http://www.kfs.go.jp/service/JP/71/21/index.htm
 
相続税評価額で行った親族間の土地売買が相続税法第 7 条に規定する低額譲受
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に当たるとした事例 

 
▼ 裁決事例集 No.71 - 473 頁 

 請求人らは、相続税評価額で行った親族間の土地売買（以下「本件譲受け」

という。）について、［1］相続税法上の時価は相続税評価額であること、［2］平

成元年個別通達（以下「本件通達」という。）が定められた時と本件譲受けの時

とでは不動産状況が異なることから、本件通達の適用はその前提条件を欠いて

いること、［3］仮に、相続税法第 7条の規定（以下「本件規定」という。）の適

用があるとしても、贈与税の課税は相続税評価額と本件譲受けの対価との差額

で行うべきであることから、本件譲受けは、本件規定の著しく低い価額の対価

で財産の譲渡を受けた場合に該当せず、贈与税の課税価格も発生しない旨主張

する。 

 しかしながら、［1］相続税法第 22 条に規定する時価とは、客観的な交換価値

をいい、同法第 7 条に規定する時価も、その意義に差異はないと解される。と

ころで、課税実務上は、納税者間の公平等の見地から、財産評価基本通達に定

める方法によって画一的に時価を評価しているところ、土地等の価額の算定に

用いる路線価は、1年間の地価変動にも耐え得るものであること等の評価上の安

全性に配慮したものであるが、対価を伴う取引の場合には、一般の相続や遺贈

のような偶発的な無償取得である場合と異なり、偶発的に発生するものではな

く、自由な取引として当事者が取引の時期等を自由に選択でき、財産の時価を

認識した上で双方の合意に基づいて財産の移転ができることからすれば、対価

を伴う取引の場合の財産の時価は、上記の評価上の安全性に配慮した相続税評

価額をそのまま適用することは適切ではなく、通常の取引価額に相当する金額

によって評価するのが相当である。［2］本件通達の適用の有無は、取引時の不

動産状況、すなわち、通常の取引価額に占める相続税評価額の割合のみによっ

て判断すべきものではなく、個々の取引の事情等を総合勘案し、社会通念に従

い実質的に贈与を受けたと認められるか否かにより、本件通達の適用の有無を

判断すべきである。［3］低額譲受けに該当する場合の贈与により取得したもの

とみなされる金額は、譲受けの対価とその不動産の通常の取引価額との差額に

よるべきである。 

 したがって、請求人らの主張にはいずれも理由がなく、本件譲受けは、取引

の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案すると、本件規定の著しく低い価額

の対価で財産の譲渡を受けた場合に該当することから、本件譲受けについて、

本件規定を適用してされた原処分は適法である。 

平成 18 年 5 月 24 日裁決 
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（平 18.5.24 裁決、裁決事例集 No.71 473 頁） 

 

《裁決書（抄）》 

１ 事実 

（１）事案の概要 

 本件は、審査請求人らが同人らの親族から相続税評価額相当額で土地を譲り受け

たことについて、原処分庁が、その譲受けは相続税法第７条《贈与又は遺贈により取

得したものとみなす場合－低額譲受》に規定する著しく低い価額の対価で財産の譲

渡を受けた場合に該当するとして、決定処分等を行ったのに対し、審査請求人らが、

同条に規定する低額譲受には該当しないとして、同処分等の全部の取消しを求めた

事案である。 

（２）審査請求に至る経緯 

イ 審査請求人Ｈ（以下「請求人Ｈ」という。）は、平成１５年分の贈与税について法定

申告期限までに申告書を提出しなかったところ、原処分庁は、原処分庁所属の調査

担当職員の調査に基づき、平成１６年７月２日付で、別表１の（１）の「本件決定処分

額等」欄のとおりとする決定処分（以下「本件決定処分」という。）及び無申告加算税

の賦課決定処分（以下「本件無申告加算税賦課決定処分」という。）をした。 

ロ 審査請求人Ｊ（請求人Ｈの長男である。以下「請求人Ｊ」といい、請求人Ｈと併せて

「請求人ら」という。）は、平成１５年分の贈与税について、別表１の（２）の「申告額」欄

のとおり記載した申告書を法定申告期限までに提出したところ、原処分庁は、調査担

当職員の調査に基づき、平成１６年７月２日付で、同表（２）の「本件更正処分額等」欄

のとおりとする更正処分（以下「本件更正処分」という。）及び過少申告加算税の賦課

決定処分（以下「本件過少申告加算税賦課決定処分」という。）をした。 

ハ 請求人Ｈは、本件決定処分及び本件無申告加算税賦課決定処分を不服として、

請求人Ｊは、本件更正処分（以下、本件決定処分と併せて「本件決定処分等」とい

う。）及び本件過少申告加算税賦課決定処分（以下、本件無申告加算税賦課決定処

分と併せて「本件各賦課決定処分」という。）を不服として、平成１６年８月１９日、それ

ぞれ異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年１１月１７日付でいずれも棄却の

異議決定をした。 

ニ 請求人らは、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成１６年１２月１

３日、審査請求をした。 

 なお、請求人らは、請求人Ｈを総代として選任し、同月１４日、その旨を届け出た。 

（３）関係法令等 

イ 相続税法第７条は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合において

は、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価
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と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財

産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす旨規定している。 

ロ 「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価

並びに相続税法第７条及び第９条の規定の適用について」（平成元年３月２９日付直

評５ほかによる国税庁長官通達をいい、以下「本件通達」という。）は、標題のことに

ついては、評価基本通達第２章から第４章までの定めにかかわらず、平成元年４月１

日以後に取得したものの評価並びに相続税法第７条及び第９条の規定の適用につ

いて、要旨次のとおり取り扱う旨定めている。 

（イ）土地及び土地の上に存する権利（以下「土地等」という。）並びに家屋及びその附

属設備又は構築物（以下「家屋等」という。）のうち、負担付贈与又は個人間の対価を

伴う取引により取得したものの価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当

する金額によって評価する。 

（ロ）上記（イ）の対価を伴う取引による土地等及び家屋等の取得が、相続税法第７条

に規定する「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又は同法第９条に規

定する「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるかどうかは、個々の取

引について取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案し、実質的に贈与を受

けたと認められる金額があるかどうかにより判定する。 

（注）その取引における対価の額が当該取引に係る土地等又は家屋等の取得価額を

下回る場合には、当該土地等又は家屋等の価額が下落したことなど合理的な理由が

あると認められるときを除き、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又

は「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるものとする。 

ハ その他の関係法令等については、別紙のとおりである。 

（４）基礎事実 

 以下の事実は、請求人ら及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査の結

果によっても、その事実が認められる。 

イ Ｋ（請求人Ｈの夫であり、請求人Ｊの父である。）は、Ｐ市Ｑ町ａ番所在の土地○○

平方メートル（以下「本件土地」という。） 及び本件土地に隣接する同ｂ番所在の私道

○○平方メートル（本件土地と併せて、以下「本件土地等」という。）を、売主をＬ、買主

をＫ、売買代金を○○○○円とする平成１３年８月○日付の売買契約により取得し、

同年１１月○日に所有権移転登記を行った。 

ロ Ｍ社は、売主をＬ、買主をＭ社、売買代金を○○○○円とする平成１３年８月○日

付の売買契約により、本件土地上に存する建物２棟及び車庫を取得した。 

 なお、Ｍ社の代表者は請求人Ｈであり、同社の出資者は請求人Ｊ及びＮ（請求人Ｈ

の二男で、請求人Ｊの弟である。）である。 

ハ Ｍ社は、平成１３年１０月２４日、Ｋとの間で、本件土地等を相当地代通達に定め

る相当の地代（１平方メートル当たり、平成１３年分の本件土地等に係る路線価３６０，
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０００円の６％相当額である２１，６００円）でＫから賃借する旨の土地賃貸借契約を締

結し、下記ホの本件各取引後は、本件土地の所有者であるＫ、請求人ら及びＮに対し、

相当の地代を支払っている。 

ニ 本件土地の所有権移転等の登記の状況は、次表のとおりである。 

（図表１） 

ホ 請求人Ｈは、平成１５年１２月○日、Ｋから本件土地の共有持分○○分の○○

（以下「請求人Ｈの共有持分」という。）を売買代金□□□□円で、請求人Ｊは、同日、

Ｋから本件土地の共有持分○○分の○○（以下「請求人Ｊの共有持分」といい、請求

人Ｈの共有持分と併せて「本件各共有持分」という。）を売買代金□□□□円で、それ

ぞれ売買により取得した（以下、これらの各金額を「本件各売買価額」といい、これら

の各取引を「本件各取引」という。）。 

ヘ 上記ホの本件各取引に係る売買契約書には、売買代金の計算基準として、要旨

次のとおり記載されている。 

（イ）平成１５年分路線価に基づき計算した１平方メートル当たりの金額 

 平成１５年度路線価×奥行価格補正率×（１－借地割合） 

 ３６０，０００円×０．９６×（１－０．２）＝２７６，４８０円 

（ロ）借地割合は、堅固な建物（貸家）の敷地の用に供しており、相当の地代の授受が

行われていることの減額である。 

ト 本件土地の南側に面する道路の路線価は、平成１３年から同１６年まで３６０，００

０円である。 

チ 本件土地の西方向約２５０ｍの地点に所在する基準地（Ｐ市Ｑ町○－○に所在す

る基準地番号Ｐ市－○の基準地をいい、以下「本件基準地」という。）の国土利用計

画法施行令第９条《基準地の標準価格》に定める平成１３年の１平方メートル当たり

の標準価格は、４９０，０００円であり、同１４年ないし同１６年の標準価格は、４８５，０

００円である。 

リ 請求人Ｊ及びＮは、Ｋからの上記ニの番号２、３及び６の本件土地の共有持分の

贈与について、路線価を基に贈与税の課税価格及び税額を計算して、各年分の贈与

税の申告書を法定申告期限内にそれぞれ提出した。 

ヌ Ｋは、平成１５年分の所得税について、請求人らに本件各共有持分を譲渡した所

得の損失の金額○○○○円を他の各種所得の金額と損益通算した確定申告書を法

定申告期限までに提出した。 

 

２ 主張 

（１）請求人ら 

 原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。 

イ 本件決定処分等について 
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（イ）相続税法第２２条に規定する時価は、課税実務上、評価基本通達の定めに基づ

き算定された価額（以下「相続税評価額」という。）とされている。それにもかかわらず、

原処分庁は、同法第７条の適用において、相続税評価額を時価に比して「著しく低

い」価額と判断することは、租税法律主義から考えて不合理である。この点について、

国税不服審判所平成１５年６月１９日裁決（裁決事例集Ｎｏ．６５の５７６頁掲載の裁決

をいい、以下「別件裁決」という。）においても「同法第７条に規定する時価とは、同法

第２２条の時価とその意義に差異がない」と明確に判断している。 

（ロ）別件裁決は、「本件通達の適用に当たっては、本件通達が制定された当時にお

ける地価の動向及び路線価の時価に対する水準を考慮しなければならない。すなわ

ち、本件通達の制定された当時は、路線価の時価に対する水準が公示価格の７０％

相当を目途としていたにもかかわらず、その後の地価の急騰に伴い、路線価がその

適用年分の終わりに時価の２０％から３０％程度にすぎず」とした上で、平成１２年１２

月時点の相続税評価額について、「本件不動産の相続税評価額は、課税庁が課税

実務の公平と効率のために時価の範囲内と認める水準に留まるものと推認される」と

示している。このことから、平成１２年１２月時点での不動産市況においては、本件通

達の適用は前提条件を欠くと明確に判断していると解される。また、平成１２年と同１

５年の不動産市況は、劇的な変化がない。したがって、原処分庁が、相続税評価額と

同額の本件各売買価額を、時価の範囲内でなく、時価に比して著しく低い価格として

本件通達を適用したことは不合理である。 

 そして、別件裁決が相続税評価額を時価の範囲内とした根拠は、同裁決の個別の

事情に基づくものではなく、平成１２年当時の不動産市況に基づくものであると考える。 

（ハ）東京高等裁判所の昭和５８年４月１９日判決（昭和５７年（行コ）第２３３号贈与税

決定処分取消請求控訴事件の判決をいい、以下「本件判決」という。）では「課税庁は、

低額譲渡か否かについての判断は、時価すなわち客観的な取引価額を基準として判

定し、低額譲渡と認められた場合には、贈与税の課税標準の算定については、相続

税評価額を基準として課税している」と認識した上で、このような課税庁の取扱いを正

当と是認している。このことからすれば、仮に本件各売買価額が「時価に比して著しく

低額」と認定された場合でも、贈与税の課税価格となる「時価と本件各売買価額の差

額」は、相続税評価額を時価とみなして計算すべきであり、本件各売買価額は、相続

税評価額と同額であるので、結果として請求人らの贈与税は発生しないこととなる。 

（ニ）よって、本件決定処分等は違法である。 

ロ 本件各賦課決定処分について 

 上記イのとおり、本件決定処分等は違法であり、その全部を取り消すべきであるか

ら、これに伴い本件各賦課決定処分もその全部を取り消すべきである。 

（２）原処分庁 

 原処分は、次の理由により適法であるから、本件審査請求をいずれも棄却するとの

6 
 

MJS／第20回 租税判例研究会（2008.3.19） 
http://www.mjs.co.jp/seminar/kenkyukai/



裁決を求める。 

イ 本件決定処分等について 

（イ）相続税法第７条に規定する「時価」を「通常の取引価額」とすることの合理性及び

公平性について 

Ａ 相続税法第７条に規定する「時価」の解釈について 

 相続税法上、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定

多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価額をいうものと解

するのが相当であるが、課税実務上は、財産評価の一般的基準が評価基本通達に

より定められ、これに定められた評価方法によって画一的に財産の評価が行われて

いるところである。 

 このように評価基本通達により、あらかじめ定められた評価方法によって、画一的

な評価を行う課税実務上の取扱いは、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の

節減という見地からみて合理的であり、一般的には、これを形式的にすべての納税

者に適用して財産の評価を行うことは、租税負担の実質的公平をも実現することがで

き、租税平等主義にかなうものであるというべきである。 

 しかしながら、評価基本通達による画一的評価の趣旨が上記のとおりである以上、

これによる評価方法を形式的、画一的に適用することによって、かえって実質的な租

税負担の公平を著しく害し、相続税法の趣旨や評価基本通達自体の趣旨に反するよ

うな結果を招来させる場合には、評価基本通達に定める評価方法以外の他の合理

的な方法によることが許されるものと解すべきである。 

Ｂ 本件取引の時点における本件通達の存在の合理性について 

 本件通達は、土地等及び家屋等の不動産の通常の取引価額と相続税評価額との

開きに着目しての贈与税の負担回避行為に対して、税負担の公平を図るため、負担

付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る価額は、評価基

本通達の定めにかかわらず、通常の取引価額に相当する金額によって評価すること

としたものであり、これは、上記Ａの相続税法第７条に規定する「時価」の解釈にかな

うものであることから、本件各取引の時点においてもその存在に合理性があるといえ

る。 

（ロ）相続税法第７条の規定の適用について 

 相続税法第７条は、贈与税の課税原因を贈与という法律行為に限定した場合には、

著しく低い価額の対価で財産を移転することによって贈与税の負担を回避するととも

に、本来、相続税の対象となるべき財産を生前に処分することで相続税の負担の軽

減を図ることが可能となる結果、租税負担の公平が著しく害されることとなるという不

都合を防止することにあることからすると、同条に規定する「著しく低い価額の対価で

財産の譲渡を受けた場合」に該当するかどうかは、当該財産の譲受けの背景、当該

財産の譲受価額、当該譲受けに係る財産の市場価額、当該財産と同種の財産の市
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場価額の動向、当該財産を譲り受けることによって得る経済的利益等を総合勘案し

た上、事例に即し社会通念に照らして判断すべきものと解される。この観点から、本

件各取引をみると、次のＡないしＧの事実からすれば、本件各取引は、相続税法第７

条に規定する「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当すると認め

られる。 

Ａ 本件土地は、Ｋが平成１３年１１月に取得したものであり、本件各取引までのＫの

本件土地の所有期間は、２年１か月程度にすぎない。 

Ｂ Ｋの本件土地等の取得価額は○○○○円であり（本件土地等の合計面積が○○

平方メートルであることから、１平方メートル当たり○○○○円により取得したことにな

る。）、当該価額はいわゆる正常な取引価額であると認められる。 

Ｃ 本件土地の南側に接する道路に付された平成１３年分ないし同１６年分の路線価

はいずれも同一価格であり、また、本件基準地の平成１３年ないし同１６年の１平方メ

ートル当たりの標準価格は、ほぼ横ばいであることからすると、平成１３年ないし同１

６年にかけて本件土地周辺の土地の時価は横ばいであったと認められる。 

Ｄ 土地の所有者が相当の地代を収受することによって当該土地の資本的活用を十

分図ることができる場合においては、当該土地の貸宅地の価額は自用地としての価

額とほぼ同額に評価されるべきであり、Ｍ社は、本件土地の地代として、Ｋ、請求人Ｊ

及びＮに対して相当の地代を支払っていることからすると、本件各共有持分の実質的

な経済的価値は、更地と同等のものであると認められる。 

Ｅ 本件各売買価額（請求人Ｈは□□□□円、請求人Ｊは□□□□円）は、本件各取

引の該当年分である平成１５年分の路線価を基に１平方メートル当たりの価額を２７

６，４８０円として算出されたものであり、近隣土地の売買価額等を確認して決定され

たものではない。 

Ｆ 請求人らが平成１３年１１月に本件各共有持分をＬから直接取得した場合には、請

求人Ｈは△△△△円、請求人Ｊは△△△△円を負担する必要があったが、請求人ら

は、本件各取引において本件各共有持分をＫから取得することにより、Ｌから直接取

得する場合に比して、請求人Ｈは７６，１０５，４７６円（△△△△円－□□□□円）、請

求人Ｊは３１，４３４，８７０円（△△△△円－□□□□円）もの経済的負担を免れてい

ると認められる。 

Ｇ 本件各取引の時点の本件土地が更地であるとした場合の１平方メートル当たりの

通常の取引価額に相当する金額は、別表２の（３）のとおり４４０，０００円であると認

められるので、本件各取引の時点における本件各共有持分の時価相当額について

は、次のとおりとなる。 

（Ａ）請求人Ｈの共有持分の時価相当額 

 ４４０，０００円（１平方メートル当たりの時価）×０．８（注）×○○平方メートル（地

積）×○○／○○（請求人Ｈの共有持分）＝△△△△円 
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（Ｂ）請求人Ｊの共有持分の時価相当額 

 ４４０，０００円（１平方メートル当たりの時価）×０．８（注）×○○平方メートル（地

積）×○○／○○（請求人Ｊの共有持分）＝△△△△円 

（注）上記（Ａ）及び（Ｂ）の算式中の０．８は、相当の地代を収受している貸宅地である

ことによる減額である。 

（ハ）本件通達の適用について 

 本件通達の合理性は、上記（イ）のＢのとおりであるところ、上記（ロ）の各事実を本

件通達の適用上の判断基準である本件通達の第２項（上記１の（３）のロの（ロ））に照

らして判断すると、本件各取引は「著しく低い対価の取引」と認められることから、本

件各取引に本件通達を適用することは合理的である。 

（ニ）以上のことから、請求人らは、相続税法第７条の規定により、上記（ロ）のＧの本

件各共有持分の時価相当額と本件各売買価額との各差額（請求人Ｈは○○○○円、

請求人Ｊは○○○○円）を、Ｋから贈与により取得したものとみなされるところ、当該

各差額を基に請求人らの平成１５年分贈与税の納付すべき税額を計算すると別表１

の（１）及び（２）の「原処分庁主張額」欄の「納付すべき税額」欄の金額（請求人Ｈは○

○○○円、請求人Ｊは○○○○円）となることから、これらの金額の範囲内で行った

本件決定処分等はいずれも適法である。 

ロ 本件各賦課決定処分について 

 上記イのとおり、本件決定処分等はいずれも適法であり、本件決定処分等により納

付すべき税額の基礎となった事実について、国税通則法第６５条《過少申告加算税》

第４項及び同法第６６条《無申告加算税》第１項ただし書に規定する正当な理由があ

るとは認められないから、同法第６５条第１項及び同法第６６条第１項の規定に基づ

いて行った本件各賦課決定処分はいずれも適法である。 

 

３ 判断 

（１）本件決定処分等について 

イ  認定事実 

 請求人ら提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件

土地の位置及びその近隣の状況等について、次の各事実が認められる。 

（イ）本件土地は○○線及び○○線「○○」駅北東約４５０ｍ（道路距離）に所在し、本

件土地の都市計画法上の用途地域は第一種低層住居専用地域であり、建ぺい率は

５０％、容積率は１００％である。 

（ロ）本件土地の存する近隣地域（本件土地が属する用途的に同質性を有する一定

の地域であって、本件土地の価格の形成に直接影響を与えるような特性を持つ地

域）は、本件土地が所在するＰ市Ｑ町○番の街区を中心に同○番の街区の南側、同

○番の街区の北側、同○番の街区及び同○番の街区であり、中規模の住宅を中心
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として、中層の共同住宅及び大規模住宅が混在する地域である。 

（ハ）本件土地の最有効使用は、３階建ての共同住宅の敷地である。 

（ニ）本件土地の同一需給圏内（本件土地と代替関係が成立し、その価格の形成につ

いて相互に影響を及ぼす関係にある圏域）の類似地域（近隣地域の特性と類似する

特性を有する地域）には、都市計画法上の用途地域を同じくする本件基準地及びＰ

市Ｒ町○番所在の公示地（公示地番号「Ｐ市－○」の公示地をいい、以下「本件公示

地」という。）が存する。 

 なお、本件土地、本件基準地及び本件公示地の位置、形状等の状況は、別表３の

とおりである。 

ロ 関係者の申述等 

（イ）Ｋは、調査担当職員に対し、〔１〕本件土地の取得時の状況について、「今となっ

ては見込み違いだったが、当時は土地の価額が上昇するものと考えていた。高値で

あっても、欲しい時、買える時に買うというのが私の考え、鉄則であることから購入し

た」旨、〔２〕平成１５年中に、上記１の（４）のニの番号３の贈与（受贈者は請求人Ｊ及

びＮである。）及び同４の売買（譲受者は、請求人らである。）を行った理由について、

「贈与に関しては、毎年行っていたので通年どおり行った。売買に関しては、平成１６

年分の税制改正の話を聞き、早めに資産移転してしまったほうが良いと考え、取り急

ぎ行った」旨それぞれ申述している。 

（ロ）Ｋは、異議審理庁の調査担当職員に対し、上記１の（４）のニの番号２及び同３の

贈与の目的について、「私は、私の所有する財産を妻や子供らに対し、できるだけ生

前中に資産移転したいと思っているので、その一環として贈与した」旨申述している。 

（ハ）Ｋは、当審判所に対し、〔１〕本件各共有持分の譲渡理由等について、「いずれ土

地は高騰すると思っているので、ある程度子供に取得資金が蓄積したら、売買で移

転しようと考えていたこと、請求人らに本件土地の購入資金が蓄積されている反面、

Ｋの流動資産が少ないという所有資産のバランスを考えたこと、及び土地の譲渡損

失と他の各種所得の金額との損益通算が平成１６年以降廃止されること等である」旨、

〔２〕本件各売買価額について「路線価は時価の範囲内、許容範囲と考えて売買価額

を決めた。許容範囲とは、贈与税の課税をされずに売買するためには、路線価が最

低の価額である」旨それぞれ答述している。 

ハ 法令等の解釈について 

（イ）相続税法第７条の趣旨等 

 相続税法第７条の趣旨は、贈与税の課税原因を贈与という法律行為に限定した場

合には、著しく低い価額の対価で財産を移転することによって贈与税の負担を回避す

ることが可能になる結果、租税負担の公平が害されることとなるから、この結果を防

止するため、譲受けの対価と時価との差額について贈与があったものとみなして贈与

税を課税するものである。このような同条の趣旨にかんがみると、同条に規定する
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「著しく低い価額の対価」に該当するか否かは、個々の取引について、取引の事情、

取引当事者間の関係、取引に係る財産の市場価額及び譲受けの対価の額等を総合

勘案し、社会通念に従い判断すべきものと解するのが相当である。 

（ロ）相続税法第７条に規定する時価及び本件通達の合理性等 

Ａ 相続税法第７条に規定する時価は、同法第２２条に規定する時価と同義であり、

客観的な交換価値をいうものと解されているところ、客観的な交換価値は必ずしも一

義的に確定されるものではなく、これを個別に評価すると、評価方法等により異なる

評価額が生じたり、課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理が困難と

なったりするおそれがあるため、課税実務上は、評価基本通達に定められた評価方

法によって画一的に財産の評価が行われている。相続財産等である土地等の価額

算定のために用いる路線価は、毎年１月１日を評価時点として、売買実例価額、公示

価格、精通者意見価格等を基に、客観的な交換価値を表していると解される公示価

格と同水準の価格の８０％程度となるように国税局長が路線ごとに設定しているが、

これは、路線価が評価時点であるその年の１月１日以後の１年間における相続財産

等の評価について等しく適用されることから、その間の地価変動にも耐え得るもので

あることなどの評価上の安全性に配慮していることによるものである。 

Ｂ しかしながら、評価基本通達に定める評価方法を形式的、画一的に適用すること

によって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害し、相続税法の趣旨や評価基

本通達の趣旨に反するような結果を招来させる場合には、評価基本通達に定める評

価方法以外の他の合理的な方法によることが許されるものと解すべきであり、このこ

とは、評価基本通達の６において「この通達の定めによって評価することが著しく不適

当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」と定め、評価

基本通達自らが例外的に評価基本通達に定める評価方法以外の評価方法を採り得

るものとしていることからも明らかである。 

Ｃ さらに、贈与（負担付贈与を除く。以下「単純贈与」という。）による財産の取得は、

全く無償・片務の契約に基づくものであって、自らは何らの出捐をも要しないことから、

単純贈与により財産を取得した場合には、取得した財産の価額そのものが贈与税の

課税価格に算入されるのに対し、負担付贈与又は低額譲受の場合には、取得した財

産の対価としての性質を有する給付、又は対価の出捐を要するのであって、相手方

から取得する財産の価額と自己の出捐との差額に相当する利益の額が贈与税の課

税価格に算入される。このように、単純贈与の場合と、負担付贈与又は低額譲受の

場合とでは贈与税の課税価格に算入されるもの自体が異なるのであるから、単純贈

与の場合の贈与財産の価額の評価方法と負担付贈与又は低額譲受による経済的

利益の額を算定するための財産の価額の評価方法が、同一でなければならないとい

う必然性はないものと解される。 

Ｄ ところで、本件通達は、「土地、家屋等の不動産の通常の取引価額と相続税評価
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額との開きに着目しての贈与税の税負担回避行為に対して、税負担の公平を図るた

め」に定められたものであって、負担付贈与又は対価を伴う取引の場合には、一般の

相続や遺贈のような偶発的な無償取得である場合とは異なり、財産の移転が偶発的

に発生するものではなく自由な取引として行われるもので、当事者間においては、対

象とする財産、移転時期等を自由に選択でき、かつ、対象とする財産の時価を認識し

た上で、双方の合意に基づいて財産の移転ができることから、通常の取引価額を認

識した上での通常の売買行為（経済取引）と同一視できるものである。 

 そこで、本件通達は、負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家

屋等の価額については、上記Ａの評価上の安全性に配慮した相続税評価額をそのま

ま適用することは適切でないことから、相続税評価額ではなく、一般の不動産取引市

場で財産を購入するものとした場合に通常支払うべき対価の額、すなわち、通常の取

引価額によって評価することとしたものと解される。 

Ｅ そうすると、本件通達は、贈与税の課税原因を贈与という法律行為に限定した場

合には、著しく低い価額の対価で財産を移転することによって贈与税の負担を回避す

ることが可能になる結果、租税負担の公平が害されることとなるから、この結果を防

止するという相続税法第７条の上記（イ）の趣旨に沿う合理的なものと認められ、負担

付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る価額は、評価基

本通達の定めにかかわらず、通常の取引価額に相当する金額によって評価すること

とした本件通達は、当審判所においても相続税法第７条に規定する時価の解釈とし

て相当と認められる。 

 なお、土地の評価水準（路線価の通常の取引価額に占める割合）が８０％相当であ

る状況下においても、依然として通常の取引価額と相続税評価額とに開きがあり、そ

の開きに着目しての贈与税の税負担回避行為が存する以上、これを放置することは、

税負担の公平を失することになるのであるから、取引の状況等を総合勘案し、社会通

念に従って判断した結果、低額譲受に該当する場合には、本件通達を適用したとして

も相続税法第７条の趣旨に沿うものといえる。 

ニ 本件各取引に相続税法第７条の規定の適用があるか否かについて 

（イ）原処分庁が算定した本件土地の時価について 

Ａ 取引事例比較法により算定した価格 

 取引事例比較法は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等において、対象不

動産と類似の不動産の取引が行われている場合に有効な手法であるが、これを、原

処分庁が、時価の算定の基礎として採用した別表２の（１）の各取引事例についてみ

ると、事例１は、○○号線に近く、容積率３００％の地域に存すること、事例３及び事

例７は、幅員２ｍ余りの私道に面する道路の系統連続性の劣る地域に存すること並

びに取引事例５及び事例６は街区、画地が整然としておらず、小規模な住宅が連た

んしている地域に存することから、本件土地の近隣地域又は類似地域とは地域要因
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（公法上の規制等の行政条件、街路の幅員・配置等の街路条件等）の隔たりが大き

い。また、事例２は、間口と奥行の均衡が劣る傾斜地であること及び事例４は、路地

状部分の間口が２ｍで、奥行が２０ｍ超の袋地であることから、本件土地とは個別的

要因（規模・形状等の画地条件、日照・地勢等の環境条件等）の隔たりが大きい。 

 したがって、別表２の（１）の各取引事例は、本件土地の時価を算定するための取引

事例としては相当でない。 

Ｂ 本件基準地の価格を規準として算定した価格 

 本件基準地の標準価格を本件土地の時価の算定の基礎とすることは相当であると

しても、原処分庁は、別表２の（２）のとおり、本件基準地と本件土地の地域要因及び

個別的要因の比較を、それぞれの１平方メートル当たりの相続税評価額の格差のみ

により判断しており、本件基準地と本件土地との具体的な地域要因及び個別的要因

の格差の検討が総合的に行われていない。 

Ｃ 以上のことから、原処分庁が算定した本件土地の時価は、適切な本件土地の時

価を表しているとは認められないので採用することができない。 

（ロ）当審判所が算定した本件土地の時価及び本件各共有持分の時価について 

 上記（イ）のとおり、原処分庁が算定した本件土地の時価は採用することができない

ので、当審判所において本件土地の時価及び本件各共有持分の時価を検討したとこ

ろ、次のとおりである。 

Ａ 当審判所の調査の結果によれば、本件土地の近隣地域及び同一需給圏内の類

似地域において、本件土地と個別的要因が類似する土地の取引事例は見当たらな

いが、本件土地の同一需給圏内の類似地域内に、本件土地と個別的要因が類似す

る本件基準地及び本件公示地が存する。 

Ｂ ところで、公示価格は、地価公示法第２条《標準地の価格の判定等》に規定する

「正常な価格」を判定したものであり、この「正常な価格」とは、同条第２項において、

土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立

すると認められる価格である旨規定していることによれば、公示価格及び相続税法第

２２条に規定する時価は、共に、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると

認められる価格、すなわち客観的な交換価値をいうものと解することができる。 

Ｃ また、基準地の標準価格は、国土利用計画法施行令第９条《基準地の標準価格》

第１項に規定する「標準価格」を判定したものであり、この「標準価格」とは、同条第２

項において、土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引にお

いて通常成立すると認められる価格である旨規定していることから、基準地の標準価

格及び相続税法第２２条に規定する時価は、共に、自由な取引が行われるとした場

合に通常成立すると認められる価格、すなわち客観的な交換価値をいうものと解する

ことができる。 

Ｄ そして、公示価格及び基準地の標準価格は、一般の土地の取引価額に対しての
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指標、不動産鑑定士の鑑定評価及び公共事業の用地の買収価格等の規準とされる

ものである。 

Ｅ そこで、本件公示地の公示価格及び本件基準地の標準価格を基に、当審判所に

おいても相当と認められる基準である土地価格比準表（昭和５０年１月２０日付国土

地第４号国土庁土地局地価調査課長通達「国土利用計画法の施行に伴う土地価格

の評価等について」。ただし、平成６年３月１５日付国土地第５６号による改正後のも

の。）に準じて、地域要因及び個別的要因等の格差補正を行って本件各取引の時点

における本件土地の時価及び本件各共有持分の時価を算定したところ、次のとおり

である。 

（Ａ）本件土地の本件各取引の時点における更地価格（時価）は、別表４の〔１０〕の

「更地価格」欄のとおり、１平方メートル当たり４３８，０００円と算定される。 

 なお、相続及び単純贈与の場合における、相当の地代を収受している貸宅地の価

額（相続税評価額）は、借地権の取引慣行のない地域についても２０％の借地権を容

認していることとの権衡上、自用地としての価額から２０％を減額して評価することと

されているが、本件土地の時価は、上記ハの（ロ）のＤ及びＥのとおり、相続及び単純

贈与の場合と異なり、相続税評価額ではなく、通常の取引価額によるべきである。そ

して、相当の地代を収受している貸宅地の通常の取引価額は、自用地としての通常

の取引価額そのものであり、相続税評価額のように２０％の減額を行う必要はないも

のと解される。 

 すなわち、借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金を支払う取引上

の慣行のある地域において、その権利金の支払に代えて、その土地の自用地として

の価額に対して相当の地代を支払っている場合には、その借地権には交換価値とし

ての経済的価値はなく、土地所有者の貸宅地については、自用地としての価額と同

等の経済的価値が認められるからである。 

 つまり、借地権価格は、借地人に帰属する経済的利益が交換価値に転化したもの

であり、借地人に帰属する経済的利益は、借地権に付着している土地の経済的価値

に即応した適正な賃料と各支払期に実際に支払われる賃料との乖離及びその持続

する期間を基礎にして成り立つもので、その発生形態としては、地価の上昇に賃料が

伴わないで、いわゆる借り得分を生じさせ、その一部が借地人に帰属することによる

等の自然発生的なもの、あるいは、権利金が借地人の土地に対する投下資本と認め

られ、借地権の価格として認識されること等による創設的なものが見られる。ところが、

本件土地については、〔１〕Ｍ社は、本件土地に借地権を設定するに当たり権利金等

を支払っておらず、本件土地の地代として、Ｋ、請求人ら及びＮに対して相当の地代

を支払っていること、〔２〕借地権設定後本件譲渡までの経過期間が短くて、その間の

時価動向が横ばいの状況にあったことが認められることからすると、Ｍ社にとって、上

記いずれの形態の借地人に帰属する経済的利益も発生するとは認められない。 

14 
 

MJS／第20回 租税判例研究会（2008.3.19） 
http://www.mjs.co.jp/seminar/kenkyukai/



 また、借地人であるＭ社が当該借地権を譲渡した場合に対価として受領すべき金

額は、法人税の取扱いにより、原則として零とされるのであるから（法人税基本通達１

３―１―１５）、Ｍ社とともに本件土地を第三者へ譲渡した場合の本件土地の所有者

（Ｋ、請求人ら及びＮ）が受領すべき貸宅地の対価は、本件土地の譲渡価額の全額に

相当する金額、すなわち、自用地としての価額となる。このことからも、本件土地の通

常の取引価額は、自用地としての通常の取引価額そのものによるのが相当といえる。 

（Ｂ）そうすると、本件各取引の時点における本件各共有持分の時価は、次のとおり

算定される。 

ａ 請求人Ｈの共有持分の時価 

 ４３８，０００円（１平方メートル当たりの時価）×○○平方メートル（地積） 

 ×○○／○○（共有持分）＝××××円 

ｂ 請求人Ｊの共有持分の時価 

 ４３８，０００円（１平方メートル当たりの時価）×○○平方メートル（地積） 

 ×○○／○○（共有持分）＝××××円 

（ハ）相続税法第７条の規定の適用について 

 本件各取引について、相続税法第７条の規定の適用があるか否かを、上記ハの

（イ）及び（ロ）に照らして判断すると、〔１〕請求人Ｈは、請求人Ｈの共有持分（時価相

当額××××円）を□□□□円で譲り受けており、請求人Ｊは請求人Ｊの共有持分

（時価相当額××××円）を□□□□円で譲り受けたこと、〔２〕Ｋは、本件土地を本

件各取引の約２年前に、「近い将来、土地が高騰する」という自己の相場観に基づい

て投資目的で取得していることからすれば、本件土地の時価動向について通じており、

本件土地の時価（通常の取引価額）を認識していたと認めるのが相当であること、

〔３〕Ｋは、上記１の（４）のニの番号３の贈与を行っており、本件土地の通常の取引価

額と相続税評価額との開差を認識していたと認められること、〔４〕Ｋは、本件各共有

持分を相続税評価額相当額で譲渡することが、相続税法第７条に規定する「著しく低

い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当しない許容限度であると認識した

上で、本件各売買価額を、不特定多数又は利害関係の対立する当事者間で、自由な

取引によって決定した価額ではなく、本件各共有持分の相続税評価額を基に決定し

たこと、〔５〕本件土地の周辺の地価が横ばいである状況下において、Ｋが、投資目的

で取得した本件土地に係る共有持分（本件各共有持分）を、その取得価額を下回る

相続税評価額相当額で譲渡することには経済的合理性がないこと、〔６〕Ｋは、所有財

産を請求人ら及びＮに対し、できるだけ生前中に資産移転したいと思い、上記１の

（４）のニの番号２及び同３の贈与並びに同４の売買を行っていること、〔７〕請求人ら

は、本件各共有持分をＬから直接取得する場合に比して１０７，５４０，３４６円（請求人

Ｈは△△△△円から□□□□円を控除した額７６，１０５，４７６円、請求人Ｊは△△△

△円から□□□□円を控除した額３１，４３４，８７０円）も低額で本件各取引により取
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得することができたこと、〔８〕Ｋの本件各取引の理由の一つとして、平成１６年以降、

土地の譲渡損失と他の各種所得の金額との損益通算が廃止されることがあったこと、

〔９〕Ｋは、本件土地の時価が下落した事実が認められないにもかかわらず、本件各

共有持分を相続税評価額相当額で請求人らに譲渡することにより、○○○○円の譲

渡損失を発生させ、Ｋの財産が減少していること等を総合勘案すると、Ｋは、本件各

共有持分の通常の取引価額と相続税評価額との開きに着目した上で、本件各共有

持分を相続税評価額で請求人らに譲渡することにより、請求人らに贈与税を負担さ

せることなく経済的利益を享受させるとともに、自らは、本件各共有持分の取得価額

と相続税評価額との差額に相当する金額の譲渡損失を生じさせ、その損失を他の各

種所得の金額から控除することにより所得税の負担を軽減させるために本件各取引

を行ったものと認めるのが相当である。 

 そうすると、本件各取引は、相続税法第７条に規定する「著しく低い価額の対価で譲

渡を受けた場合」に該当すると認めるのが相当であり、請求人らは、本件各取引によ

り、上記（ロ）のＥの（Ｂ）の請求人らの本件各共有持分の時価相当額と本件各売買価

額との各差額（請求人Ｈは××××円から□□□□円を控除した額○○○○円、請

求人Ｊは××××円から□□□□円を控除した額○○○○円）に相当する金額を、

Ｋからそれぞれ実質的に贈与を受けたと認めるのが相当である。 

ホ 請求人らの主張について 

（イ）請求人らは、相続税法第２２条に規定する時価は相続税評価額であるところ、相

続税法第７条の規定の適用に当たっては、通常の取引価額が時価であるとして、相

続税評価額と同額である本件各売買価額を「時価に比して著しく低い価額」と判断す

ることは、租税法律主義から考えて不合理であり、また、別件裁決においても「相続

税法第７条に規定する時価とは、同法第２２条の時価とその意義に差異がない」と明

確に判断している旨主張する。 

 しかしながら、確かに、相続税法第２２条に規定する時価と同法第７条に規定する

時価とは、その意義に差異がなく、課税実務上は、一般的には、相続税評価額を時

価としているが、上記ハの（ロ）のＢのとおり、評価基本通達の評価方法を画一的に

適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって、実質的な租税負担の公

平を著しく害し、また、相続税法及び評価基本通達の趣旨に反する結果となる場合に

は、他の合理的な評価方式によることが許されているのであるから、相続税法第２２

条の時価の解釈の許容範囲内において、通常の取引価額を基に、本件各取引のよう

な相続税評価額による譲受けを、「時価に比して著しく低い価額」で譲り受けた場合に

該当するとして、相続税法第７条の規定を適用することがあったとしても、租税法律主

義に反するものではない。 

 したがって、この点に関する請求人らの主張には理由がない。 

（ロ）請求人らは、上記２の（１）のイの（ロ）のとおり、別件裁決が、平成１２年１２月時
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点での不動産市況においては、本件通達の適用は前提条件を欠くと明確に判断して

いると解されること及び平成１２年と同１５年の不動産市況は、劇的な変化がないこと

から、相続税評価額と同額の本件各売買価額を、時価の範囲内でなく、時価に比して

著しく低い価額として本件通達を適用することは不合理である旨主張する。 

 しかしながら、本件通達は、上記ハの（ロ）のＥのとおり、相続税法第７条の趣旨に

沿う合理的なものであり、本件通達が、土地等及び家屋等の不動産の通常の取引価

額と相続税評価額との開きに着目しての贈与税の税負担回避行為に対して、税負担

の公平を図るために定められたものであることからすれば、本件通達の適用の有無

（著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けたか否か）については、請求人らのいう

取引時点の不動産市況、すなわち、通常の取引価額に占める相続税評価額の割合

のみに基づいて判断すべきものではなく、個々の取引の事情等を総合勘案し、社会

通念に従い実質的に贈与を受けたと認められるか否かにより判断すべきであり、別

件裁決も、個々の取引の事情等を総合勘案した上で、本件通達の適用の有無を判

断したものである。 

 したがって、この点に関する請求人らの主張は採用することができない。 

（ハ）請求人らは、本件判決によれば、仮に本件各売買価額が「時価に比して著しく低

い価額」と認定された場合でも、贈与税の課税価格となる「本件各共有持分の時価と

本件各売買価額の差額」は、相続税評価額を時価とみなして計算すべきであり、本件

各売買価額は、本件各共有持分の相続税評価額と同額であることから、結果として、

贈与税額は発生しない旨主張する。 

 しかしながら、相続税法第７条は、「当該対価と当該譲渡があった時におけるその

財産の時価との差額に相当する金額」を贈与により取得したものとみなす旨規定して

おり、その財産の時価は、上記ハの（ロ）のＤ及びＥのとおり、相続税評価額ではなく、

通常の取引価額に相当する金額と解するのが相当であるから、請求人らは、本件各

共有持分の時価（通常の取引価額）と本件各売買価額（対価）との差額に相当する金

額を贈与により取得したと認めるのが相当である。 

 また、本件判決は、本件通達が定められる以前の昭和５１年分の贈与税に係る処

分に関する判決であり、相続税法第７条の規定の適用の有無について、本件通達の

定めに基づいて判断してされた処分に関する判決ではないことから、本件判決をもっ

て、本件決定処分等を違法とする理由とはならない。 

 したがって、この点に関する請求人らの主張は採用することができない。 

ヘ 以上のことから、請求人らの主張はいずれも採用できないもの又は理由がないも

のであり、請求人らの平成１５年分贈与税の課税価格及び納付すべき税額を計算す

ると、いずれも別表１の「審判所認定額」欄に記載した金額となり、これらの金額は、

いずれも本件決定処分等の額を上回るので、本件決定処分等はいずれも適法であ

る。 
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（２）本件各賦課決定処分について 

 上記（１）のとおり、本件決定処分等はいずれも適法であり、また、本件決定処分等

により納付すべき税額の計算の基礎となった事実について、国税通則法第６５条第４

項及び同法第６６条第１項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない

から、同法第６５条第１項の規定及び同法第６６条第１項の規定に基づいてされた本

件各賦課決定処分はいずれも適法である。 

（３）その他 

 原処分のその他の部分については、請求人らは争わず、当審判所に提出された証

拠資料によっても、これを不相当とする理由は認められない。 

 

別表１ 課税価格及び税額 

別表２ 原処分庁が主張する本件土地の１平方メートル当たりの更地価格 

別表３ 本件土地、本件基準地及び本件公示地の位置、形状等の状況 

別表４ 当審判所による本件土地の１平方メートル当たりの更地価格の算定 

 

別紙 関係法令等 

１ 相続税法第２２条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価

額は、特別に定める場合を除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定し

ている。 

２ 財産評価基本通達（昭和３９年４月２５日付直資５６ほかによる国税庁長官通達。

ただし、平成１６年２月２５日付課評２－３による改正前のものをいい、以下「評価基

本通達」という。）１４《路線価》は、「路線価」とは、宅地の価額がおおむね同一と認め

られる一連の宅地が面している路線ごとに設定することとされ、売買実例価額、公示

価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長が

その路線ごとに評定した〔１〕その路線のほぼ中央部にあること、〔２〕その一連の宅地

に共通している地勢にあること、〔３〕その路線だけに面していること、〔４〕その路線に

面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形であるこ

とのすべての事項に該当する標準的な宅地１平方メートル当たりの価額とする旨定

めている。 

３ 相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取

扱いについて（昭和６０年６月５日付直資２－５８ほかによる国税庁長官通達をいい、

以下「相当地代通達」という。）６《相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価》 

 相当地代通達６は、借地権が設定されている土地について相当地代を収受してい

る場合において、権利金を収受していない場合又は特別の経済的利益を受けていな

い場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の１００

分の８０に相当する金額により評価する旨定めている。 
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４ 法人税基本通達１３－１－１５《相当の地代で賃借した土地に係る借地権の価額》

は、相当の地代により賃借した土地に係る借地権を譲渡し、又は当該土地を地主へ

返還したときに通常収受すべき借地権の対価の額又は立退料等の額は、相当の地

代が維持されている場合には、原則として零とする。ただし、当該借地権の設定等に

当たり支払った権利金又は供与した特別の経済的な利益がある場合には、当該権利

金の額又は特別の経済的な利益の額に相当する金額とする旨定めている。 
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資料２ 

 

土地建物の譲受価額が相続税法第 7 条に規定する「著しく低い価額の対価」に

当たるとしてなされた原処分は違法であるとした事例 

http://www.kfs.go.jp/service/JP/65/40/index.htm 
 

▼ 裁決事例集 No.65 - 576 頁

原処分庁は、本件土地の譲受けは、相続税法第 7条にいう「著しく低い価額の

対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当すると主張するが、譲渡人（請求人の

祖母）は高齢となり、借入金を弁済するために譲渡したものであり、一方、請

求人は自身の将来のことを考えて金融機関から取得資金を借り入れて本件土地

を取得したものであること、売買価額は固定資産税評価額を参考に、利用形態

を考慮して決定したこと、譲渡人は本件土地を相続により取得し、長期間保有

していたものであること、［4］建物の譲受対価の額と本件土地の譲受対価の合

計額は、これらの不動産の相続税評価額の合計額を上回っていることを総合勘

案すると、本件土地の譲受は相続税法第 7条に規定する「著しく低い価額の対

価」による譲受けには該当しないとするのが相当である。

平成 15 年 6 月 19 日裁決

 
 

（平 15.6.19 裁決、裁決事例集 No.65 576 頁） 

 

《裁決書（抄）》 

１ 事実 

（１）事案の概要 

 本件は、審査請求人（以下「請求人」という。）が祖母から売買により不動産を譲受

けたことが、相続税法第７条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合－低額

譲受》に規定する著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合に該当するか否

かを争点とする事案である。 

（２）審査請求に至る経緯 

イ 請求人は、平成１２年分の贈与税について申告書を提出しなかったところ、原処

分庁は、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、平成１３年１０月３１日付で、

課税価格を１２，８８２，０００円及び納付すべき税額を４，５４１，０００円とする決定処

分（以下「本件決定処分」という。）並びに無申告加算税の額を６８１，０００円とする賦

課決定処分（以下「本件賦課決定処分」という。）をした。 

ロ 請求人は、これらの処分を不服として、平成１３年１１月１２日に異議申立てをした
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ところ、異議審理庁は、平成１４年２月１２日付でいずれも棄却の異議決定をした。 

ハ 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成１４年３月１１日

に審査請求をした。 

（３）関係法令等 

イ 相続税法第７条は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合において

は、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価

と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財

産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす旨規定している。 

ロ 相続税法第２２条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の

価額は、特別に定める場合を除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定

している。 

ハ 「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価

並びに相続税法第７条及び第９条の規定の適用について」と題する通達（平成元年３

月２９日付直評５ほか国税庁長官通達。以下「本件通達」という。）は、財産評価基本

通達（昭和３９年４月２５日付直資第５６号ほか国税庁長官通達、ただし、平成１３年５

月１０日付課評２－６による改正前のものをいい、以下「評価基本通達」という。）第２

章から第４章までの定めにかかわらず、平成元年４月１日以後に取得したものの評

価並びに相続税法第７条及び第９条の規定の適用について、要旨次のとおり取り扱

う旨定めている。 

（イ）土地等及び家屋等のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得

したものの価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評

価する。 

（ロ）上記（イ）の対価を伴う取引による土地等及び家屋等の取得が、相続税法第７条

に規定する「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又は同法第９条に規

定する「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるかどうかは、個々の取

引について取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案し、実質的に贈与を受

けたと認められる金額があるかどうかにより判定するのであるから留意する。 

（４）基礎事実 

 以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査によっ

ても、その事実が認められる。 

イ 請求人は、平成１２年１２月４日付で、祖母であるＪ（以下「譲渡人」という。）との間

で、請求人が譲渡人から別表１の「土地」欄の各土地（以下、同表の「備考」欄のとお

り、順次「甲土地」、「乙土地」等といい、これらを併せて「本件土地」という。）を売買代

金５２，０００，０００円及び同表の「家屋」欄の共同住宅（以下「本件家屋」といい、本

件土地と併せて「本件不動産」という。）を売買代金１９，９５０，０００円（売買代金総額

７１，９５０，０００円）で譲り受ける旨の土地付建物売買契約（以下「本件売買契約」と
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いう。）を締結し、本件売買契約に基づく契約書を作成した。 

ロ 不動産の登記簿謄本によれば、本件不動産は、平成１２年１２月２６日受付で、平

成１２年１２月４日売買を原因として、譲渡人から請求人に所有権移転の登記がされ

ている。 

ハ 譲渡人が原処分庁に提出した平成１２年分所得税青色申告決算書（不動産所得

用）によれば、本件家屋は賃貸用家屋であり、その取得価額は６３，０００，０００円、

本件売買契約により売却した時点での未償却残高は２５，００２，５５２円である。 

ニ 本件家屋に係る平成１２年度固定資産税の評価額は、１９，８３５，６２５円である。 

ホ 請求人は、要旨次のとおり記載された不動産鑑定士Ｋが作成した平成１３年１０

月２２日付の不動産鑑定評価書（以下「本件鑑定書」という。）を原処分庁及び当審判

所に提出した。 

（イ）価格時点は、平成１２年１２月４日とする。 

（ロ）本件土地の最有効使用は、共同住宅（貸家）の敷地と判定した。 

（ハ）本件土地の鑑定評価額は５２，０００，０００円（以下「本件鑑定評価額」という。）

である。 

（ニ）本件鑑定評価額は、〔１〕取引事例比較法、〔２〕収益還元法及び〔３〕開発法を適

用した上で、これらを調整して求めたものである。 

 なお、本件土地の面積が大きくかつ細長い特殊な地形のため、個別格差査定に当

たっては、原価法の考え方を活用した開発法を活用し理論的格差を査定する。 

（ホ）〔１〕取引事例比較法に基づく比準価格は、標準画地（面大地）（以下「本件標準

画地」という。）を設定し、別表２の「区分」欄の各取引事例を基に査定した１平方メー

トル当たり１０５，０００円とし、〔２〕収益還元法に基づく収益価格は１平方メートル当た

り１０７，０００円とし、また〔３〕開発法に基づく試算価格は１平方メートル当たり１０４，

３００円とした上、これらをそれぞれ関連付けて、本件土地の価格を１平方メートル当

たり１０５，０００円とし、本件鑑定評価額は、この価格に面積４９５．３３平方メートルを

乗じて求めたものである。 

（ヘ）本件標準画地は、近隣地域内の幅員４．５５ｍ市道に等高に接面する宅地で、

間口約２５ｍ、奥行約１９．８ｍ、地積規模約４９５平方メートル、平坦地の中間画地を

想定したものである。 

 

２ 主張 

（１）原処分庁 

 原処分は、次の理由により適法であるから、本件審査請求をいずれも棄却するとの

裁決を求める。 

イ 本件決定処分について 

（イ）異議審理庁の調査の結果によれば、次の事実が認められる。 
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Ａ 本件土地の近隣地域における土地の売買取引事例は、別表３のとおりである。 

Ｂ 本件土地の近隣地域における地価公示法第６条《標準地の価格等の公示》に基

づく公示された標準地（以下「公示地」という。）の価格（以下「公示価格」という。）は、

別表４のとおりである。 

（ロ）本件土地の本件鑑定評価額について 

 本件鑑定書における本件標準画地の比準価格は、次の理由によりいずれも不適切

であり、その比準価格を基にした本件鑑定評価額は、本件土地の時価を表したもの

とは認められない。 

Ａ 取引事例Ａ 

 取引事例Ａは、本件標準画地に比べ街路条件が劣っていると認められるから、取引

事例Ａの標準化補正の街路条件を１００％としたことは相当ではなく、また地域格差

修正の住環境を１０％としている根拠が明確ではないため不適切といわざるを得ない。 

Ｂ 取引事例Ｂ 

 取引事例Ｂは地域格差修正の住環境を１５％としている根拠が明確ではないため

不適切といわざるを得ず、またその比準試算値が１平方メートル当たり１５７，０００円

となるところ、当該取引事例の近隣の取引事例３の比準試算値が１平方メートル当た

り１９５，０００円であることからすると、取引事例Ｂは取引に何らかの事情が内包され

ていることが推定されることから、取引事例Ｂを選択するに当たっては、取引の事情

補正をすべきであったと認められる。 

Ｃ 取引事例Ｃ 

 取引事例Ｃは、別表３の取引事例４と地積が同一であると認められるところ、取引事

例４の１平方メートル当たりの取引価格が１９９，６４７円となることから、取引事例Ｃ

の１平方メートル当たりの取引価格１４９，１８２円は、取引事例価格として適正である

か疑問である。 

Ｄ 取引事例Ｄ 

 取引事例Ｄは、「公法上の規制」欄に「準工」と記載されていることからすると、取引

事例Ｄの標準化補正の環境条件が本件標準画地に優っているとは認められず、また

地域格差修正の住環境を１５％とする根拠が明確ではなく、当該取引事例の価格を

基に算出した本件標準画地の比準価格は、不適切といわざるを得ない。 

（ハ）本件土地の価額について 

Ａ 相続税法第２２条に規定する時価とは、不特定多数の当事者で自由な取引が行

われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、客観的な交換価値をいうも

のと解されている。 

 他方、公示価格は、地価公示法第２条《標準地の価格の判定等》に規定する「正常

な価格」を判定したものであり、この「正常な価格」とは、同条第２項において通常成

立すると認められる価格である旨規定されており、一般の土地取引についての取引
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価額の指標、不動産鑑定士等の鑑定評価及び公共用地買取りの補償の規準とされ

るものであることから、その年１月１日現在の客観的な交換価値を表しているものと

解される。 

 そうすると、地価公示法に規定する「正常な価格」と相続税法第２２条に規定する

「時価」とは、ともに自由な取引が行われたとした場合に通常成立すると認められる価

格を指向しているものと解することができる。 

Ｂ 本件土地の価額は、その更地価額から、その価額に本件土地に係る借地権割合

と本件建物に係る借家権割合との相乗積を乗じて計算した価額を控除した価額とす

べきであると解される。 

Ｃ 以上のことから、本件土地の価額は、公示価格を基に算出すると別表５のとおり６

５，５３８，８７５円となる。 

（ニ）相続税法第７条の適用について 

 本件土地の価額は、上記（ハ）のとおり６５，５３８，８７５円であるから、本件土地の

価額と本件土地の対価５２，０００，０００円との差額は１３，５３８，８７５円となる。 

 ところで、請求人及び譲渡人は、相続関係において直系的なつながりをもち、また

贈与が最も発生しやすい間柄であり、いわば、売買価額を自由に設定できる事情に

ある当事者であるという関係が存すること及び上記のとおり１３，５３８，８７５円という

多額の価額差が生じていること等から、それらを総合的に勘案すれば、贈与税負担

における公平バランスを担保する趣旨で規定された相続税法第７条にいう「著しく低

い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当することは明らかである。 

（ホ）本件通達の適用について 

Ａ 請求人は、本件通達は、バブル経済崩壊後の急激な土地の下落により通常の取

引価額と評価基本通達に定める方法により算定した価額（以下「相続税評価額」とい

う。）との乖離が少なくなり、また相続税評価額が通常の取引価額を上回ることも生じ

ている現状では、本件通達の前提条件を欠くから本件通達を基に行われた本件決定

処分は違法である旨主張する。 

 しかしながら、相続税法第７条の趣旨は、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を

受けた場合には、課税の公平負担の見地から、対価と時価との差額について贈与が

あったものとみなして贈与税を課することとしている」のであり、また本件通達が措置

された趣旨は、「最近における土地、家屋等の不動産の通常の取引価額と相続税評

価額との開きに着目しての贈与税の税負担回避行為に対して、税負担の公平を図る

ため」とあり、いずれも「課税の公平負担」という趣旨を同じくしており、そして、かかる

趣旨は、何ら経済状況等その時代背景に左右されるという性質のものではないこと

から、本件通達は、平成１２年分の贈与税の課税においても当然に適用がある。 

 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。 

Ｂ 請求人は、本件通達は、「通常の取引価額」の意義を明確にしておらず、相続税
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法第７条により贈与税が課税されるか否かの予測可能性がないから、本件通達を基

に行われた本件決定処分は違法である旨主張する。 

 しかしながら、相続税法第７条の「著しく低い価額の対価」との比較の対象となる「時

価」を算定する趣旨は、「買主が通常必要とするであろう取得資金の一部を負担なく

して取得できたという経済的利益を判定することにあること」にあるから、この場合の

時価は、通常の経済人が通常の取引条件の下で売買契約を締結した場合に実現す

るであろう価額が、すなわち「通常の取引価額」であることが、同法の趣旨から明らか

というべきである。また本件土地の「通常の取引価額相当額」は、上記（ハ）のとおり

算出することができ、相続税法第７条により贈与税が課税されるか否かの判定は可

能である。 

 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。 

Ｃ 請求人は、本件不動産の取得は、贈与税の負担回避を目的としたものではなく、

本件不動産の売買に係る当事者に、贈与する意思が全くないことからも、本件通達を

基に行われた本件決定処分は違法である旨主張する。 

 しかしながら、相続税法第７条は、「法律的には贈与とはいえないとしても、実質的

には贈与と同視できる」こと、また「課税の公平負担の見地から、対価と時価との差額

について贈与があったものとみなす」ことにより贈与税を課すものであることから、請

求人が主張する「贈与税の負担回避の目的の有無」及び「当事者に贈与の意思の有

無」は、同法の適用に当たり何ら影響を及ぼすものではない。 

 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。 

（ヘ）以上のとおり、請求人は、上記（ハ）及び（ニ）のとおり、相続税法第７条の適用に

より本件土地の時価と本件土地の対価との差額１３，５３８，８７５円を贈与により取得

したものとみなされ、当該金額を基に平成１２年分贈与税の納付すべき税額を計算す

ると４，５６９，０００円となり、本件決定処分はこの金額の範囲内で行われたものであ

るから適法である。 

ロ 本件賦課決定処分について 

上記イのとおり、本件決定処分は適法であり、請求人の場合、国税通則法第６６条

《無申告加算税》第１項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に

該当しないから、同項の規定に基づき無申告加算税を賦課決定したことは適法であ

る。 

（２）請求人 

 原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。 

イ 本件決定処分について 

 本件売買契約に係る本件土地の譲受価額５２，０００，０００円は、次のとおり本件土

地の時価であり、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合に該当しないの

であるから、相続税法第７条の規定を適用してなされた本件決定処分は違法である。 
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（イ）本件土地の価額について 

Ａ 本件土地の譲受価額は、請求人の父であるＭが知人の不動産業者に当時の相

場を相談したところ、本件土地を３区画の土地として利用するのが最も有効な利用形

態であり、道路として使わざるを得ない部分を評価上考慮して算定した価額が妥当で

あると判断されたこと並びに本件土地の固定資産税評価額及び時価の下落率等を

考慮して決定したものであるが、この譲受価額は、本件鑑定評価額と同額であるから、

適正な時価である。 

Ｂ 原処分庁が主張する本件土地の価額は、次の理由により適正な時価とはいえな

い。 

（Ａ）原処分庁は、公示価格は、自由な取引が行われたとした場合に通常成立すると

認められる価格を指向しているから時価である旨主張する。 

 しかしながら、取引価額は、近年まれにみる地価の下落が続き、公示価格のみなら

ず、路線価をも下回る場合もあることを課税庁、審判所においても認めているような

状況にあることから、公示価格は、通常成立すると認められる価格を指向しているか

ら時価であるという主張には理由がない。 

（Ｂ）原処分庁は、公示価格の一般的説明をするのみで、やにわに公示価格が本件

土地の時価算定の基礎を表していると主張する。 

 しかしながら、時価の概念は、公示価格だけでなく、その取引に応じて相続税評価

額、売買実例額及び不動産鑑定士による不動産鑑定評価額等様々な尺度があるの

は周知のとおりであり、一般論と本件土地を結び付ける個別的説明がないから原処

分庁の主張には理由がない。 

（Ｃ）仮に、原処分庁が主張するとおり公示価格が時価であったとしても、公示価格に

時点補正及び場所的補正を行った上、評価基本通達に定める奥行価格補正率及び

不整形地補正率を乗じて本件土地の価額を求めているが、次の理由により適正な時

価とはいえない。 

 評価基本通達に定める各補正率は、税理士会から、不動産鑑定士及び不動産取

引業者など実務家の評価割合と乖離があるという問題点を指摘されているところであ

り、特に不整形地補正率については、乖離が大きく、補正率が実態より小さいので時

価を上回ることがあるとされているため、修正された公示価格を基に、不動産鑑定士

が採用する方法に基づき評価するのが合理的である。 

（ロ）本件通達の適用について 

 本件土地の売買については、次の理由により本件通達を適用をすべきではないの

で、本件決定処分は違法である。 

Ａ 本件通達は、土地及び家屋等の通常の取引価額と相続税評価額との乖離部分

に着目した贈与税の負担回避行為に対して贈与税の負担の公平を図る措置として定

められたものであるが、バブル経済崩壊後の急激な土地の下落により通常の取引価
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額と相続税評価額との乖離が少なくなり、また相続税評価額が通常の取引価額を上

回ることも生じている現状では、本件通達の前提条件を欠くので、本件土地の売買に

ついて、本件通達を適用したことは違法である。 

Ｂ 原処分庁は、相続税法第７条及び本件通達の趣旨が、いずれも「課税の公平負

担」という趣旨を同じくしており、かかる趣旨は、経済状況に左右されるものではない

から、本件通達は平成１２年分の贈与税においても適用される旨主張する。 

 しかしながら、本件通達の正当性は、〔１〕単純に親族間であるか否かだけによって

課税される場合と課税されない場合があること、〔２〕不動産以外の場合には、相続税

評価額を基礎としているのに、不動産の場合のみ本件通達により「通常の取引価額」

としていること及び〔３〕単純な贈与の場合の課税財産の評価に当たっては、相続税

評価額を用いるのに、対価を伴う取引の場合には、本件通達により「通常の取引価

額」を用いることから、「課税の公平負担」という一言では言い表すことはできず、本件

通達を適用することは違法である。 

Ｃ 原処分庁は、本件土地の通常の取引価額相当額は、公示価格を基に算出するこ

とができ、相続税法第７条により贈与税が課税されるか否かの判断は可能である旨

主張する。 

 しかしながら、〔１〕本件通達に原処分庁の採用した評価方法による「通常の取引価

額」によって求める旨が明らかにされていれば、請求人はその評価方法に従っていた

のであろうから、贈与する意思が当事者間にないにもかかわらず、贈与税が課税さ

れるという予測可能性がなく、また〔２〕公示価格の時点補正は、取引後にしか分から

ず、取引時点では予測可能性がないのであるから、本件通達を適用することは違法

である。 

Ｄ 仮に、本件通達の前提条件が現在にもあり、「通常の取引価額」が明確で贈与税

の課税の予測可能性があったとしても、本件通達は、露骨な税負担回避行為を防止

するために設けられたものであることから、本件の場合、本件土地を長期間所有した

後に売買されたものであり、また当事者間に贈与する意思がないから本件通達が予

定している贈与税の負担回避行為ではなく、本件通達を拡大して適用することは違

法である。 

Ｅ また、本件通達が適用され、本件土地の時価が原処分庁の主張のとおりであった

としても、原処分庁が異議決定書で示した本件不動産の時価と本件不動産の売買価

額との差額についてみると、後者の前者に対する割合が１５．８４％に過ぎず、相続

税法第７条が規定する「著しく低い価額の対価」に該当しないから、本件不動産の売

買に相続税法第７条を適用した本件決定処分は違法である。 

ロ 本件賦課決定処分について 

 上記イのとおり本件決定処分は違法であるから、本件賦課決定処分についてもそ

の全部を取り消すべきである。 
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３ 判断 

本件は、本件土地の譲受けが、相続税法第７条に規定する著しく低い価額の対価に

よる譲受けに該当するか否かについて争いがあるので、以下審理する。 

（１）本件決定処分について 

イ 認定事実 

 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事

実が認められる。 

（イ）本件土地の地積は、昭和５２年３月１５日、昭和５３年２月５日及び同年６月１２日

作成の地積測量図によれば、別表１の「当審判所」欄の各土地の地積のとおり合計４

９５．８４平方メートルであり、本件土地の間口距離は１０．１７ｍ、奥行距離は４６．１７

ｍである。 

（ロ）請求人は、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。 

Ａ 譲渡人は、大正７年生まれで高齢となり、本件不動産を所有していても、その所得

税の申告、アパート経営及び管理が煩わしくなったこと並びに本件家屋の建築資金

に充てた金融機関からの借入金を完済することを目的として本件不動産を譲渡する

こととした。 

Ｂ 請求人は、株式会社Ｌ（以下「Ｌ社」という。）の代表取締役社長である父Ｍ（譲渡

人の長男）から本件不動産の取得を提案され、将来、父の後をついで経営者となるに

当たっては、個人資産を所有すべきと考え、その提案を了解したものである。 

Ｃ 本件不動産の売買価額は、父が知人の不動産業者から本件不動産の相場を聞

き、固定資産税評価額を参考に、本件不動産の利用形態を考慮しつつ決定した。 

Ｄ 本件建物は、売買当時全室（１１室）を賃貸しており、本件売買契約後、請求人が

貸主となったが、請求人は、平成１３年分からその賃貸収入を不動産所得として申告

した。 

Ｅ 譲渡人は、平成１２年１２月１８日にＬ社から４０，０００，０００円を借り入れ、当該

資金及び自己資金によって、本件家屋の建築の際に借り入れたＮ銀行の借入金残

高４０，６２３，７１１円を返済し、平成１３年１月１０日に請求人から受領した本件不動

産に係る売買代金によりＬ社からの借入金を返済した。 

Ｆ 請求人は、平成１３年１月１０日に、Ｇ銀行○○支店から本件不動産の購入資金

の融資を受けた。 

（ハ）譲渡人の平成１２年分所得税の確定申告書によれば、譲渡人の収入は、本件

不動産の賃貸収入１０，５７６，０００円、本件不動産以外の賃貸収入３９６，０００円及

び年金収入７３２，１８０円である。 

（ニ）不動産の登記簿謄本によれば、本件不動産は、平成７年１月３１日受付で平成６

年１０月８日相続を原因として、Ｑ（譲渡人の夫）から譲渡人に所有権移転の登記がさ
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れている。 

 なお、本件土地のうち、別表１の「備考」欄の甲土地、乙土地及び丁土地は、昭和３

４年１２月２１日受付で同月１０日売買を原因として、また丙土地及び戊土地は、昭和

５７年５月１０日受付で同月８日売買を原因として、それぞれＱに所有権移転の登記

がされており、本件建物は、平成４年１０月１５日新築を原因として登記されている。 

（ホ）公示価格及び国土利用計画法施行令第９条《基準地の標準価格》が規定する基

準地（以下「基準地」という。）の標準価格（以下「基準地価格」という。）のうち、本件土

地の近隣で用途地域を同じくする基準地Ｓ市－ａ（Ｓ市Ｔ町○○番○）の基準地価格

は、平成９年が１平方メートル当たり２６８，０００円、平成１０年が１平方メートル当た

り２６２，０００円、平成１１年が１平方メートル当たり２４６，０００円、平成１２年が１平

方メートル当たり２３３，０００円及び平成１３年が１平方メートル当たり２２１，０００円

である。 

ロ 法令等の解釈について 

（イ）相続税法第７条は、上記１の（３）のイのとおりであるところ、その趣旨は、財産の

譲渡が、贈与という法律行為に該当すれば贈与税が課税されることを予想して、有償

で、しかも僅少の対価をもって財産の移転を図ることによって贈与税の課税回避を図

るとともに、相続財産の生前処分による相続税の負担の軽減を防止する目的をもっ

て定められていると解され、また時価よりも著しく低い価額の対価で財産を取得すれ

ば、それが法律的には贈与といえないとしても、当事者間に贈与の意思があったかど

うかを問わず、経済的にはその対価と時価との差額については、実質的に贈与があ

ったと同視することができるため、この経済的実質に着目して、課税の公平負担の見

地から、相続税法上、これを贈与とみなして贈与税を課税するものと解される。 

（ロ）ところで、相続税法第７条に規定する時価とは、上記１の（３）のロの相続税法第

２２条の時価とその意義に差異はなく、課税時期において、それぞれの財産の現況に

応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立すると認め

られる価額、すなわち、客観的な交換価値を示す価額をいうものと解するのが相当で

あるが、客観的な交換価値は必ずしも一義的に確定されるものではなく、これを個別

に評価すると、評価方法等により異なる評価額が生じたり、課税庁の事務負担が重く

なり、課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあるため、課税実務上は、財産

評価の一般的基準が評価基本通達により定められ、これに定められた評価方法によ

って画一的に財産の評価が行われており、このことは、納税者間の公平、納税者の

便宜、徴税費用の節減という見地からみても合理的であり、相当と認められる。 

 そして、路線価は、毎年１月１日を評価時点として、売買実例価額、公示価格、精通

者意見価格等を基に、当該日現在の客観的な交換価値を表していると解される公示

価格と同水準の価格の８０％程度となるように国税局長が路線ごとに設定している。

これは、路線価等が評価時点であるその年の１月１日以後の１年間における相続財
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産の評価について等しく適用されることから、その間の地価変動にも耐え得るもので

あること等の評価上の安全性に配慮していることによるものであると解される。 

（ハ）以上のことから、相続税法第７条にいう「著しく低い価額の対価」に該当するか否

かは、当該財産の譲受けの事情、当該財産の譲受けの対価の額、当該財産の市場

価額及び当該財産の相続税評価額などを総合勘案して社会通念に従い判断すべき

ものと解するのが相当である。 

 なお、相続税法第７条に規定する「著しく低い価額」であるかどうかは、譲渡があっ

た財産が２以上ある場合には、譲渡があった個々の財産ごとに判定するのではなく、

財産の譲渡があった時ごとに譲渡があった財産を一括して判定するものと解される。 

ハ 相続税法第７条の適用の有無 

（イ）相続税法第７条の規定の適用に当たっては、上記ロの（ハ）のとおり、当該財産

に係る譲受けの事情、譲受価額、市場価額及び相続税評価額などを総合勘案して社

会通念に従い「著しく低い価額の対価」に該当するか否か判断すべきものであるとこ

ろ、本件の場合、〔１〕上記イの（ロ）のＡ及びＢのとおり、譲渡人は高齢となり、アパー

ト経営及び管理が煩わしくなったこと及び譲渡人自身の借入金を返済することから、

本件不動産を譲渡したものであり、請求人は将来のことなどを考えて、金融機関から

の借入金を基に本件不動産を取得したこと、〔２〕上記イの（ロ）のＣのとおり、本件不

動産の売買価額は、父が不動産業者から相場を聞き、固定資産税評価額を参考に、

利用形態を考慮して決定したものであること、〔３〕仮に原処分庁が主張する本件土地

の価額（時価）６５，５３８，８７５円が本件土地の通常の取引価額であるとしても、本件

土地の譲受価額が５２，０００，０００円であり、その譲受価額がその時価に占める割

合は７９．３％であること、〔４〕譲渡人は、上記イの（ニ）のとおり、本件不動産を相続

により取得したもので、長期間所有していた本件不動産を譲渡したものであること及

び〔５〕本件不動産の譲受価額が７１，９５０，０００円であるところ、次のとおり本件不

動産の相続税評価額は６９，２３６，３０９円であり、その譲受価額がその相続税評価

額を上回っていることを総合勘案すると、本件土地の譲受けは、相続税法第７条に規

定する「著しく低い価額の対価」による譲受けに該当しないとするのが相当である。 

Ａ 本件土地の相続税価額 

 本件土地には、上記１の（４）のハのとおり、賃貸されている本件建物があることから、

本件土地の相続税評価額は、別表６のとおり、その土地の自用地としての価額から、

その価額にその土地に係る借地権割合と借家権割合との相乗積を乗じて計算した価

額を控除した価額５５，３５１，３７２円である。 

Ｂ 本件建物の相続税評価額 

 本件建物は、上記１の（４）のハのとおり、賃貸されていることから、本件建物の相続

税評価額は、別表６のとおり、平成１２年度固定資産税の評価額から、その価額に借

家権割合を乗じて計算した価額を控除した価額１３，８８４，９３７円である。 
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Ｃ 本件不動産の相続税評価額 

 本件不動産の相続税評価額は、上記Ａの本件土地の相続税評価額５５，３５１，３７

２円に上記Ｂの本件建物の相続税評価額１３，８８４，９３７円を加えた価額６９，２３６，

３０９円である。 

（ロ）したがって、原処分庁は、本件土地の譲受けは、相続税法第７条にいう「著しく低

い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」に該当することは明らかである旨主張す

るが、上述（イ）のとおり、この点に関する原処分庁の主張は採用することができない。 

ニ 本件通達について 

 原処分庁は、本件通達は、何ら経済状況等その時代背景に左右されるという性質

のものではないから、平成１２年分の贈与税の課税においても当然に適用がある旨

主張する。 

 しかしながら、本件通達の趣旨は、土地等及び家屋等の不動産の通常の取引価額

と相続税評価額との開きに着目しての贈与税の負担回避行為に対して、税負担の公

平を図るため、負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に

係る価額は、評価基本通達にかかわらず、通常の取引価額に相当する金額によって

評価することとしたものであり、本件通達の適用に当たっては、本件通達が制定され

た当時における地価の動向及び路線価の時価に対する水準を考慮しなければならな

い。 

 すなわち、本件通達の制定された当時は、路線価の時価に対する水準が公示価格

の７０％相当を目途としていたにもかかわらず、その後の地価の急騰に伴い、路線価

がその適用年分の終わりに時価の２０％から３０％程度にすぎず、路線価に相当する

金額を対価とした負担付贈与や低額譲受けという形式を採ることによる実質的な財

産の移転が行われるようになり、これを放置することは、課税の公平の見地からみて

弊害があることから、当該財産の価額は、評価基本通達にかかわらず、通常の取引

価額に相当する金額によって評価することとする取扱いが定められたものである。 

 ところで、本件の場合、本件不動産の譲受けが行われた平成１２年の課税年分にお

いては、路線価は公示価格の８０％を目途に評定されており、かつ、本件土地の近隣

の基準地価格は、上記イの（ホ）のとおり下落傾向にあったものであるから、本件不

動産の相続税評価額は、課税庁が課税実務の公平と効率のために時価の範囲内と

認める水準に留まるものと推認される。しかも、本件不動産の譲受価額７１，９５０，０

００円は、本件不動産の相続税評価額６９，２３６，３０９円を超えるものであり、このこ

とをもっても、贈与税の負担回避行為があったとは認められないから、このような状況

の下にあっては、本件通達の適用の前提を欠くものといわざるを得ない。 

 したがって、この点に関する原処分庁の主張は採用することができない。 

ホ 以上の結果、本件の場合は、上記ハの（ロ）で述べたとおり、相続税法第７条の規

定の適用がないのであるから、原処分庁がした本件決定処分は違法であり、その全
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部を取り消すべきである。 

（２）本件賦課決定処分について 

 上記（１）のとおり、本件決定処分は違法であり、その全部を取り消すべきであるか

ら、本件賦課決定処分についても、その全部を取り消すべきである。 

 

別表１ 

別表２ 本件鑑定書における比準価格試算表 

別表２ 付表１ 標準化補正（〔４〕欄）の内訳 

別表２ 付表２ 地域格差修正（〔５〕欄）の内訳 

別表３ 原処分庁が採用した取引事例の比準価格試算表 

別表３ 付表 地域格差（〔４〕欄）の内訳 

別表４ 原処分庁による本件土地の時価 

別表５ 本件土地の標準価格を基に算出した価額 

別表６ 本件不動産の相続税評価額
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